
  

期 間 契約締結日の翌日　から　　令和８年１０月３０日　　まで

設 計 金 額

財 源 区 分  市　　単

場 所 秋田市千秋明徳町３番１６号

名 称 秋田市文化創造館建築物等定期点検業務委託

概要

　建築基準法第１２条第２項および第４項に基づく定期点検

業務を委託するもの。

年 度 令和８年度 作成年月日 令和8年4月27日

設　　　　計　　　　書

課

長  

担

当

　設計担当者 　文化振興課



１　建築物　点検 6 人

小　　計

２　建築設備点検

　建築設備　換気設備 3 人

　建築設備　排煙設備 5 人

　建築設備　非常用照明 3 人

　建築設備　給排水設備 3 人

小　　計

３　防火設備点検

　防火設備　防火戸 1 式 １か所

　防火設備　防火シャッター 1 式 １０か所

小　　計

４　報告書作成業務

　建築物 1 式

　建築設備 1 式

　防火設備 1 式

　是正ヶ所の概算 1 式

小　　計

５　諸経費 1 式

６　消費税

合　　計

単位 単　   価　(円) 金　  額　(円) 備　　      　考名　　            　称 品　種 ・ 形　状 ・ 寸　法 員　       数


